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震災復旧工事に対する緊急パトロールの実施について 
～全国安全週間中に実施する緊急パトロールを報道関係者に公開します～ 

～本格化する夏に向けた熱中症予防への取組について～ 
  平成２４年６月２１日に茂木町において東日本大震災により倒れた墓石を復

元する作業において死亡災害が発生し、今年、東日本大震災復旧関連では、こ

れまでに２人の方が亡くなっています。 

 このため、栃木労働局（局長 藤井 敏行）では、全国安全週間（７月１日～

７日）中に、宇都宮労働基準監督署（署長 長田 賢治）と合同で労働災害防止

に向けて、下記２により震災復旧工事を行う建設工事現場に対して局署幹部に

よる緊急パトロールを実施することにしました。 
 なお、労働災害防止に向けた取組を広く県民の皆様方に周知するために報道

関係者に緊急パトロールを公開します。 
 また、併せて、本格的な夏に向けて熱中症予防への取組についても周知等を

図ることとします。 
 

記 
 
１ 緊急パトロールの目的について 

 平成２４年の栃木県における労働災害の発生状況は、５月末現在、全産業で

死亡者数は４人と前年同期（１１人）と比較すると７人減少しているが、一方

で、休業４日以上の死傷災害は、６４６件と前年同期（５５４件）と比較し９

２件、率にして１６．６％と大幅に増加している。特に、製造業、建設業、道

路貨物運送業・陸上貨物取扱業で増加している。このため、栃木労働局では、

 



今年度、重点的に労働安全衛生法令の遵守の徹底を図るとともに、平成２４年

５月には震災と竜巻の被害による瓦屋根等の復旧工事を主に施工してい

る「栃木県瓦工事業組合連合会」を含めて関係団体に安全点検実施等の要

請を行った。 

 また、県内の労働基準監督署では、災害防止１００日運動【宇都宮署】、

『安全宣言』運動【栃木署】等を実施し、労働災害防止に取り組んできて

いる。このような取組を行っている中で、６月２１日に東日本大震災の復

旧作業に関連する死亡事故が発生したこと、また、これから本格的な夏が

来る前に熱中症の予防を図るため、全国安全週間中に東日本大震災の復旧

工事現場に対して緊急のパトロールを実施することとした。 

 

２ 緊急パトロールについて 

（１）実施日時  

   平成２４年７月６日（金）１３時３０分～１５時３０分 

（２）場所 

   さくら市喜連川 お丸山公園 

（３）実施者 

   栃木労働局、宇都宮労働基準監督署 

（４）公開現場の事業場、工事名及び所在地（別添案内図のとおり） 

   工事名：倉ヶ崎災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事 

   事業場：①佐藤小林特定建設工事共同企業体（その３） 

       ②斉藤板橋特定建設工事共同企業体（その４） 

       ③谷黒生駒特定建設工事共同企業体（その５） 

       ④宇都宮土建野澤特定建設工事共同企業体（その６） 

（５）当日の日程  

    １３:３０～１３:４５ 現場集合箇所にて、工事概要の説明 

    １３:４５～１５:１５ 工事現場のパトロール指導 

    １５:１５～１５:３０ 現場集合箇所にて、パトロール結果の講評         

（６）注意事項等 

① 公開現場の取材を希望される場合は、平成２４年７月４日（水曜日）午前

１１時までに当課担当者あてご連絡下さい。なお、悪天候の場合は、中止し

ますので、当日の午前中に取材希望された記者へ連絡いたします。 

② 工事現場内では通常の作業が行われており、危険な箇所もありますので、

取材に当たっては現場管理者等の指示に従って下さい。 

③ 工事現場内では、保護具（ヘルメット等）の着用をお願いします。（なお、

保護具は必要に応じ準備します。） 

④ 駐車場は現場内に確保してありますので、係員の指示に従って駐車して

下さい。 

 



     

３ 熱中症予防対策への取組状況について 

 本格化する夏を前に栃木県内の建設業など約５００社に対して、熱中症予防

への取組状況を調査（６月１日現在)したところ、２４３社から次の回答があっ

た。  

 今夏の熱中症対策として実施している内容は、多い順に、水分・塩分の補給(９

５．９%)、通気性の良い衣服や帽子の着用(９４．７%)、直射日光を遮る休憩場

所の整備(９１．８%)などとなっているが、一方で、WBGT 値(暑さ指数)を測定し

ている(２１．８%)、熱への順化期間を設けている(４５．３%)は、半数に満た

ない状況にあった。引き続き、事業場において熱中症予防に向けた取組が適切

に行われるよう周知・指導して参ります。 

 

４ 参考資料 

 ① 平成２３・２４年栃木県内における東日本大震災に関する死亡災害発生事例 

 ② 労働災害発生状況（平成２４年５月末現在） 

 ③ 熱中症予防調査結果 

 ④ 「熱中症を防ごう」（パンフレット） 

 

  

 

 


